
個人使用者

使用する

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ロ
ゴ
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

使用者の登録 使用の届出、承認

手続き不要です！ 手続き不要です！

営利使用者として登録する

手続き不要です！

川崎市ブランド

メッセージ営利

使用者登録申請

書（第３号様式）

を提出

川崎市ブランド

メッセージ営利

使用者登録通知

書（第４号様式）

により登録完

了！

川崎市ブランド

メッセージ営利

使用申請書（第

７号様式）を提

出

川崎市ブランド

メッセージ営利

使用承認通知書

（第８号様式）に

より使用可能

に！

川崎市ブランドメッセージ使用届出書（第１

号様式）を提出すると使用可能に！

※ 場合によっては使用方法を市と

調整します。また市から使用の

停止を求めることがあります。

使用の承認

使用の届出

市の承認

が必要

市へ登録

が必要

使用目的の確認

NO

団体使用者

営利使用者
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